
 
 
 
 
 
 
 

 
予 算 決 算 委 員 会 会 議 録　

 
開会日 令和７年 12 月 15 日（月）午前 10 時 15 分

 
閉会日 令和７年 12 月 15 日（月）午前 10 時 32 分

 
場　所 長久手市役所本庁舎　２階　議場

 

出席委員

委員長　　ささせ順子 
副委員長　山田けんたろう  
委　員　　伊藤真規子　　大島令子　　　岡崎つよし 

　　おくだけんじ　川合ともゆき　木村さゆり 
　　田崎あきひさ　冨田えいじ　　なかじま和代 

　にしだ亮太　　野村　弘　　　水野勝康 
　　　　　わたなべさつ子

 欠席委員 な　し

 欠　員 ２　人

 

会議事件のた

め出席した者

の職氏名

市長　　　　　　佐藤有美  
総務部長　　　　加藤英之  
次長　　　　　　嵯峨　剛  
財政課長　　　　井上隆雄  
課長補佐　　　　川本理絵  
子ども家庭課長　遠藤佳子  
課長補佐　　　　鈴木晶子  

計７人　

 職務のため出

席した者の職

氏名

議長　山田かずひこ 
議会事務局長　門前　健　　議事課長　正林直己  
議事係長　村瀬紗綾香

 
会議録 別紙のとおり
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別紙 
 
委員長　　　　開会宣言 
 
議長　　　　　あいさつ 
市長　　　　　あいさつ 
 
議案第 70 号令和７年度長久手市一般会計補正予算（第８号） 

財政課長　　　議案第 70 号について説明 

にしだ委員　　会計年度任用職員の通勤費として 4,000 円が計上されているが、

どのような経費か。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　物価高対応子育て応援手当支給事業を実施するに当たり、新たに

会計年度任用職員を雇用するため、その職員に係る通勤費である。 

にしだ委員　　新たに雇用する会計年度任用職員の業務はどのようか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　支給対象者の抽出や、支払いの確認などである。 

水野委員　　　会計年度任用職員の報酬として 31万 6,000 円が計上されているが、

何人の職員をどのくらいの期間雇用する想定か。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　雇用人数は１人で、１週間当たり 18 時間、３か月間の雇用を想定

した金額である。 

大島委員　　　支給対象となる子どもは１万 2,800 人を見込んでいるとのことだ

が、その内訳はどのようか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　令和７年９月末時点で本市から児童手当を受給した人が１万

1,431 人、令和７年 10 月から令和８年３月に出生または出生見込み

の子どもが240人、公務員の分を 1,143人と想定し、合計約１万2,800

人とした。 

大島委員　　　公務員への支給の流れはどのようか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　公務員は、所属庁から子育て応援手当の案内がされる。対象者は、

所属庁から令和７年９月分の児童手当を受給した証明を受け、市へ

申請することになっている。 

大島委員　　　例えば、長久手市に住んでいて日進市で公務員として働いている
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人は、日進市から令和７年９月分児童手当の受給証明を受けて、長

久手市に子育て応援手当の申請をし、長久手市から手当が支給され

るということでよいか。またこの分の国庫負担金も、長久手市が受

けるということでよいか。 

子ども家庭課長 

そのとおりである。 

大島委員　　　国の方ではまだ予算が可決していないが、市としてできるだけ早

く支給するため、事務費のみ先に補正予算を計上したとのことであ

る。通常、このような方法が取られるものか。 

財政課長　　　大きな金額が伴う事業については、国の予算が決まってから市で

予算計上するという流れが通常ではあるが、法的に、国の予算が決

まらないと市で予算計上してはいけないというものではない。もし

子育て応援手当が国会で可決されなければ、今回補正予算として計

上した事務費は使用せず凍結する。 

　　　　　　　給付費自体は２億円を超える額になるので、今回の補正予算への

計上は見送ったが、市としてできるだけ早く支給事務に取りかかれ

るよう、事務費のみ先に計上したものである。 

大島委員　　　支給までのスケジュールはどのようか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　令和７年９月分の児童手当を本市から受給した人は申請不要で、

プッシュ型の支給となる。令和８年１月中旬に対象者へ通知し、２

月下旬に振込み予定である。公務員などの申請が必要な人について

は、申請受理後、２月下旬以降に随時支払いをする予定である。 

田崎委員　　　公務員などの「など」に該当する人はどのようか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　公務員「など」に含まれるのは、令和７年 10 月１日から令和８年

３月 31 日までに出生または出生見込みの人、所属庁から児童手当を

受給している公務員、令和７年 10 月１日以降に離婚して児童手当の

申請が必要になった人などである。 

田崎委員　　　対象者の見込み数はどのように算出したのか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　令和７年９月分の児童手当を本市から支給した人が１万 1,431 人

で、公務員はその１割程度であると想定し、1,143 人と見込んだ。

離婚者については、対象者の見込み数に含めていない。 

田崎委員　　　令和７年 10 月から令和８年３月に出生または出生見込みの子ど

も 240 人に対する支給の流れはどのようか。 
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子ども家庭課長 

児童手当の申請時に子育て応援手当についても案内し、申請して　　

いただく。 

田崎委員　　　令和８年３月までに生まれた子が対象ということであれば、３月

31 日以降、年度をまたいで支給事務が続くことになると思われるが、

どのように考えているか。 

子ども家庭課長 

　　　　　　　まだ国から正式な要綱が示されていないので分からないが、３月

31 日に生まれた子にかかる分の申請期間として、１か月程度は設け

られるのではないかと考えている。 

 

　　　　　　　質疑及び意見を終了 

　　　　　　　 

　　　　　　　討論 

　　　　　　　反対討論　なし 

　　　　　　　賛成討論　なし 

 

　　　　　　　採決 

　　　　　　　賛成全員により、原案のとおり可決 

 

委員長　　　  委員長報告は委員長と副委員長への一任を確認。 

 

委員長　　 　 閉会宣言 

 

午前 10 時 32 分終了 

 

以上、要点筆記は会議内容と相違ないので署名する。 

　 

令和７年 12 月 15 日 

 

予算決算委員会委員長　ささせ順子　


